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Ⅰ．第35回海外事業活動基本調査の概要

１．調査の概要

海外事業活動基本調査は、1971年（昭和46年）（内容は1970年度分（昭和45年度分））から毎年実施

しています。３年ごとに項目を詳細にして調査しており、今回は詳細調査年に当たります。

(1) 調査の目的

海外事業活動基本調査は、我が国企業の海外事業活動の実態を明らかにすることにより、各種施策

の企画、立案、実施の基礎資料を得ることを目的としています。

(2) 調査の法的根拠及び秘密の保護

この調査は、統計報告調整法第４条に基づいて経済産業省が実施した承認統計です。

(3) 調査の対象

この調査は、2005年（平成17年）3月末現在で、海外に現地法人を有する我が国企業（金融・保

険、不動産業を除く。以下、「本社企業」といいます。）を対象としました。

この調査における「現地法人」は、海外子会社と海外孫会社の総称です。

海外子会社とは、日本側出資比率が10％以上の外国法人をさし、海外孫会社とは、日本側出資比率

が50％超の海外子会社が50％超の出資を行っている外国法人をさしています。

(4) 調査方法

この調査は、経済産業省から本社企業に調査書類（｢本社企業調査票｣及び｢現地法人調査票｣）を配

付し、本社企業で把握し得る情報に基づいて記入、返送していただく、自計申告によるメール調査で

す。

(5) 調査時点

2005年(平成17年)3月末現在、または、それ以前で最も近い決算時点における2004年度（平成16年

度）及び2004年度末（平成16年度末）の実績について、2005年7月1日に調査を実施しました。

２．回収状況

(1) 本社企業の回収状況

発 送 数 4,377社

回 収 数 2,856社

回 収 率 65.3％

(2) 有効回答企業数

本社企業 2,657社

現地法人 14,996社
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(3) 過去の調査の回収状況等

26回基本 27回 28回 29回基本 30回

集計結果 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

調査票発送企業数 3,959 3,860 3,862 3,841 3,539

回収本社企業数 2,390 2,281 2,448 2,151 2,244

回収率（％） 60.4 59.1 63.4 56.0 63.4

有効回答現地法人数 10,416 12,657 13,166 13,017 13,939

（対ドル円レート） 94.06 108.78 120.99 130.91 113.91

31回 32回(詳細) 33回 34回 35回(詳細)

集計結果 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

調査票発送企業数 3,430 3,371 3,741 4,060 4,377

回収本社企業数 2,157 2,092 2,423 2,638 2,856

回収率（％） 62.9 62.1 64.8 65.0 65.3

有効回答現地法人数 14,991 12,476 13,322 13,875 14,996

（対ドル円レート） 107.77 121.53 125.39 115.93 108.19

30回調査までは、３年ごとの詳細調査の名称を「海外事業活動基本調査」、それ以外を「海外事業活動

動向調査」としていましたが、31回調査以降、調査名を「海外事業活動基本調査」に統一しました。

３．利用上の注意

(1) 現地法人に関する集計項目の円換算について

現地法人に関する集計項目の通貨単位は、原則として「百万円」としました。また、現地通貨から

日本円への換算については、ＩＭＦ公表の「ＩＦＳ」における期中平均レートによりました。

なお、本調査の調査対象となる現地法人の所在国通貨の対日本円レートについて、前年度と比較す

ると、例えば、対米レートでは今回の調査では 108.19円/$で、前回（115.93円/$）に比べて、

6.7％の円高、ユーロは今回は 134.34円/Euroで、前回（130.85円/Euro）に比べて2.7％の円安と

なっていること等に留意を要します。その他の換算レートは、巻末に掲載した調査票記入の手引

別表１「国分類、地域分類表（付、国別通貨換算表）」を参照してください。

(2) 地域定義

この調査における地域区分の定義は、特に断りの無い限り以下の区分によりました。

なお、香港は中国に含めています。また、国とあるのは地域を含む場合があります。

Ｅ Ｕ ： ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、

デンマーク、アイルランド、イギリス、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、

フィンランド、オーストリア、スウェーデン、マルタ、キプロス、ポーランド

ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニア

（下線部は今回調査から追加された国）

NIEs3 ： シンガポール、台湾、韓国

ASEAN4 ： マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン

BRICs ： ブラジル、ロシア、インド、中国
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(3) 本社企業の企業規模定義

この調査における本社企業の企業規模に関する定義は、以下のとおりです。

「大 企 業」： 資本金10億円超

「中堅企業」：製造業、農林漁業、鉱業、建設業、その他 資本金 3億円超 10億円以下

卸売業 資本金 1億円超 10億円以下

小売業、サービス業 資本金 5千万円超10億円以下

「中小企業」：製造業、農林漁業、鉱業、建設業、その他 資本金 3億円以下

卸売業 資本金 1億円以下

小売業、サービス業 資本金 5千万円以下

(4) 業種分類

この調査の業種分類は日本標準産業分類に準拠して、以下のとおり区分しています。

なお、今回の調査結果では「情報通信・運輸業」を「情報通信業」と「運輸業」に、「卸売・小売

業」を「卸売業」と「小売業」に、それぞれ分割して集計しました。

＜製造業＞

「食料品」 食料品製造業､飲料製造業、たばこ製造業、飼料･有機質肥料製造業

「繊維」 繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、化学繊維製造業

「木材紙パ」 木材・木製品製造業、パルプ・紙製造業、紙加工品製造業

「化学」 化学工業（化学繊維製造業を除く）

「石油石炭」 石油製品・石炭製品製造業

「鉄鋼」 鉄鋼業

「非鉄金属」 非鉄金属製造業

「一般機械」 一般機械器具製造業

「電気機械」 産業用電気機械器具製造業、民生用電気機械器具製造業、電子応用装置製造

業、その他の電気機械器具製造業

「情報通信機械」 通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付属装置製造業、電

子部品・デバイス製造業

「輸送機械」 輸送用機械器具製造業

「精密機械」 精密機械器具製造業

「その他の製造業」 家具・装備品製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業、ゴム製品

製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、金属

製品製造業、その他の製造業

＜非製造業＞

「農林漁業」 農業、林業、漁業・水産養殖業

「鉱業」 金属鉱業、石炭・亜炭鉱業、原油・天然ガス鉱業、非金属鉱業

「建設業」 総合工事業、職別工事業、設備工事業

「情報通信」 通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付帯サービス業

「運輸業」 運輸業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業

「卸売業」 卸売業

「小売業」 小売業

「サービス業」 専門サービス業、物品賃貸業、広告業、その他のサービス業
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「その他の非製造業」電気･ガス･熱供給業、水道業、金融・保険業、不動産業、飲食店、宿泊業、

医療・福祉・教育・学習支援・複合サービス業

(5) 調査結果に対する留意点

① 集計に当たっては、有効回答のみを集計しました。このため、項目によって回答企業の数にばら

つきが生じている場合があります。

この調査の集計表における企業数に関する定義は、以下のとおりです。

回収企業数：調査票回収企業数

企 業 数：調査項目のうち、操業状況を「１．操業中」と回答した企業数

集計企業数：操業中で、かつ、当該項目に回答があった企業数

② 今回の調査結果を前回以前の調査結果と比較する場合には、それぞれの調査年度における調査対

象数の違い、回収率の違いに留意する必要があります。

③ 日本標準産業分類の改訂に伴い、本調査の業種分類も第32回調査から見直しを行いました。その

ため、2001年度以降は新分類で調査、集計しており、2000年度と2001年度の間に断層が生じていま

す。

(6) 記号及び注記

① 表中の記号は以下のとおりです。

「x」 企業数が1又は２のため、秘匿したことを示します。

なお、この秘匿によっても「x」の箇所の数値が計算によって算出されるおそれのあ

るものについては、企業数が3以上でも秘匿した箇所があります。

「-」 該当数字なし。

「0」 単位未満

「…」 不詳

② 単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。

(7) 比率の算式

当該項目のすべてに回答のあった企業の集計値で計算しています。

（②－54表、③－11表関係）

経常利益
総資産経常利益率＝ ×100

総資産

当期純利益
総資産当期純利益率＝ ×100

総資産

総利益（売上高－売上原価）
売上高総利益率＝ ×100

売上高

営業利益（売上高－営業費用（売上原価＋販管費））
売上高営業利益率＝ ×100

売上高

経常利益
売上高経常利益率＝ ×100

売上高

当期純利益
売上高当期純利益率＝ ×100

売上高
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当期内部留保額
内部留保率＝ ×100

当期純利益

付加価値額（売上高－売上原価－販管費＋給与総額＋賃借料）
付加価値率＝ ×100

売上高

付加価値額（売上高－売上原価－販管費＋給与総額＋賃借料）
労働生産性＝

常時従業者数（有給役員を含む）

給与総額
労働分配率＝ ×100

付加価値額（売上高－売上原価－販管費＋給与総額＋賃借料）

（②－55表、③－11表関係）

売上原価
売上高売上原価比率＝ ×100

売上高

販管費
売上高販管費比率＝ ×100

売上高

広告宣伝費
売上高広告宣伝費比率＝ ×100

売上高

給与総額
売上高給与総額比率＝ ×100

売上高

情報処理・通信費
売上高情報処理・通信費比率＝ ×100

売上高

荷造運搬費
売上高荷造運搬費比率＝ ×100

売上高

賃借料
売上高賃借料比率＝ ×100

売上高

減価償却費
売上高減価償却費比率＝ ×100

売上高

研究開発費
売上高研究開発費比率＝ ×100

売上高

（②－56表、③－12表関係）

配当金
配当率＝ ×100

資本金

配当金計上企業数
有配当企業比率＝ ×100

集計企業数

配当金
配当性向＝ ×100

当期純利益

(当期純利益計上企業）

現地調達額
現地調達比率＝ ×100

仕入高総額
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(8) 問い合わせ先

この統計表についての問い合わせは、経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室あてにご連

絡ください。

郵便番号100-8902 東京都千代田区霞が関一丁目３番１号

○ 電話 03-3501-1511（代表） 内線2908

03-3501-1831（直通）

○ 資料掲載（インターネット）

http://www.meti.go.jp/statistics/index.html（経済産業省ＨＰ（日本語版））

http://www.meti.go.jp/english/statistics/index.html（ 同（英語版））

(9) その他

この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、「第35回我が国企業の海外事業活動」による

旨を記載してください。




